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Ⅰ.は･じめに

台東1姦湾及び大陸に於いて､ r樟脳｣･の原材 として用いられて来た樟未に関 して､種

童々女 料を見ることができるが､本論では､樽にその史料を整理 し､詳 らかにする事によ

っで､か って､盛湾の主要産物であった植木及び r樟脳｣が､如何なる形で用いられて来

た.あかを検討するものである｡

机上文献解題
{

膚 未に関する史料に就いては､以下の通 りセある｡樟木は古 くか ら r汝草 ｣と言われ､

橡は】r象之大著｣即ち "大物"で､章は r大材木｣の義とされ､また ｢立績之事､膏輿赤

沼之文ヽ赤輿白謂之草J即ち棟木之大紋は章の如 し､故に濠章と称せ られている｡

r欽鹿全唐詩j (第一函 第八冊)杜甫の r僧萄僧閣丘師兄｣①に

-●濠牽爽日月｡歳久空涙根O (抜粋)

又､･∴r贈三郎司直 ｣に

-'･.橡尊潮風白日動｡鯨魚放浪槍浜閑｡ (抜粋)

と･記■され､これか ら濠章即ち棒木は､南海､姶浜の地の産物と見ることができる｡

又､■r上寿左相二十親 ｣には

改孝次出地｡漁港潤無韓｡ (抜粋)

とも記されている｡

r,御遷唐宋詩】 (乾隆十六年､一七五一年､梁詩正等轟)巻四､李白の r珠孝行｣②に

胡風吹代属｡北擁魯陽閑｡呉兵照海雪｡西討何時遺 ｡

･半準上達津｡貴要惨無顔｡老母与子別｡呼天野革靴
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､白●属境旋旗｡悲鳴相追撃B

1.LL 本為体明人B新鹿兼不閑｡
√ /

トト

白楊秋月苦｡早落改章山｡

登倍戟陶死O為君掃兇頑O

精感石段羽｡畠云伸険難｡楼船若鯨飛O披盟落星湾｡

此曲不可奏C.三軍賛成斑｡

とあり､橡章が中原を遠 く離れた化外の地の産物として見ることができるo

r淵鑑類函J (康熊四十年､一七〇一年､縫部尚書張英等編)巻四百十五､木部四③

酒代q)百科金香である r淵鑑頬面Jには､その記述は極めて詳細に記されているO

その中で漁章一には､棒大は古 くか ら薬品として庶民生活の中で広 く用いられて来たの
ì

みか彫刻材､家屋材､器物材として､また楽器の鼓にも用いられていた｡

濠章一

･●本革李時珍日渡章乃二木名一類二種畜師昔日漁邸枕木章即棟木汝即所謂釣樟者也根

.似鳥薬毒故文名烏樟 群芳譜日樽樹高丈余小葉似内而尖長背有責赤葦毛四時不凋夏閲

細花結小手肌理細戯有文故名樟可彫刻気甚芳烈大老数抱西南虚虚山谷有之可為居室器

物又可製船易長瀬側分小木種之老則出火種勿近人家 穏斗威儀日君政訟平改革常為生

:I:.-･-･荊州記日山陽県改革朱雀可伐作鼓 地理志El後輩郡城南有樟樹長数十丈立郡因

以為名望晋永嘉年間大茂 水経日没草城之西南有松陽門門内有樟樹高七丈五尺大二十

五国技弟扶疎垂除数畝

竣章ニ

･.- 鷹召臓 宮儀日漁葦郡樹生中庭故以名郡以此樹常申枯逮永嘉中一旦更茂塵蔚如初

.･成以為中宋之徴祥也‥..夷窒穎志El建安麻砂鎮唐劉 手植樟禾大十余固有異人日此禾

之栄枯実閑劉之盛衰重来紹定間得樟采三枚有夢先者三琴南魁後一幹微枯其年劉耗没後

枯幹復栄又生食花三菜長年劉領事者三人凡有料擢必先見兆因呼瑞樺 0

古 くから瑞樺 と見なされてきた棟木は､その蒼皆茂盛は一族の栄枯盛衰に関わるもので

もあった｡

後車三
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'･唐敬括漁章庶El東南一方准海雑損愛有高未是名改章損炊 天網哲四気換三光蓋縮

慧聾披離巽張-擢而其秀款発七年而其材莫苦虫夫椅荊衡遵楚連想合親元之痛分数呉含

乏明恵彰孟而梱垂泊治波而吹発清艶盤朝漉隈義之雲翠影亭亭夕睡蓮山之月商其孤幹直

1･.指交茎乱傾甜菜梱緑栄華 日明掩冥霧之光償奪若木之芳栄弗不暇植蔓不及桑総此衆美時

.輿之京嵯乎向若廓君之林地充君之苑固膏滞即決鴇休亦覆門柳不可斉華庭梧不能独秀己

臭∴ ‥ ｡

とあり､ ここでは樟未の他の樹木では匹敵できないはどの書留茂盛を讃えているo

r本草綱目J (明､李時珍書)④には､
(

‥‥龍脳香､樟脳香､並殺三盆‥‥

とあり､樟脳が､殺虫剤 として用いられ､蚤､劃め類を除 くのに＼用いられていた｡

∴ .天竺桂､沈香､檀香､菜合香､必葉番､龍脳香､樟脳香､樟材､杉材､楠材､阿

､現､‥‥並主冷気心腹痛｡

と又､気を静め､腹痛を抑える効能を述べ､

‥‥樟脳同錬砂椅黄丹肥 塞孔同 白皮塞孔牙白濁‥‥

と又､歯痛も抑えたと言 う｡

･:･･･白岩常用粉之､同蛤粉樟脳擁-･.以枯磐姶粉樟脳粉之断軌

とも奉り､樟脳は皮膚病､体臭を抑えるためにも用いられたとも述べ られているo

.1∴.樟脳可騨壁 蚤畠｡

r藷羅県志J (清､薙正二年､一七二四年､周鐘佳子輯)⑤

巻之十 物産語 末之属

.樟 ･.大著数抱｡四時不彫｡幸枝扶疏o垂陰数畝0時茜志樹老則内腐而虚｡其色赤｡其

材凱 其味辛烈｡作器彫鍵必用之｡米英汁為樟脳｡可入葵｡
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こで は､その巨木ぶりと同時に､その用途の中に､樟脳製造を見 ることができる｡

J i i 1 LLl l

英之属

樟鹿 見木部｡以樟木切片井水浸三日夜入鍋煎之o柳末技頻視待汁減半柳上青白霜

,藩主樺傾汁入金｡経宿結塊.北路樟甚多O但少製錬者O

とあ.り､樟脳の製造法を見 ることができ､薬品としての樟脳製造がすでに台湾に於いて

広 く生産されていたことがわかるb

-･･ir章州府志1 (清､乾隆年間､沈定均等修)⑥
(

木の屈

樟 枝糞扶疎垂数畝｡

了安寧県誌J (乾隆二十二年書修､安渓県知県陽湖荘成等輯)⑦

亀之四 大之属

.層 可倣家具安渓茜多有今為言辞舶料鮮有存者o

上帯二史料は共に台湾の対岸福建省の史料であるが､ これには樟木が家具や船舶材料と

して広 く用いられて来たことがわかる｡

r台海府誌J (乾隆二十五年､一七六〇年､余文儀等輯)⑧

巻十八､物産二､草木

樽 .北路多有

樟脳 北路甚多

F台湾県志J (清､嘉慶十二年､-^〇七年､謝金豊輯)⑨･

孝一 地志 物産

'.内山多美材.其可識者棲､楠､観､棟､椿､格､桐､荊､鉄樹､婆薙､蒸朗､洗梯

､鹿仔樹､椿也｡
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内山多筏苔､大著可二十角遠勝於新産｡鹿茸､鹿茸､鹿角浮､鹿角箱､鹿牡草､接

=.梯こ樟脳､通草､梅子､茜草､豊黄､皆美O

十九世紀 に入 ってか らの台湾における各種物産品の中にも樺太､樟脳 は重要なる品物で

あ●つた ことが分か る｡

･･I彰化県志J (清､逆光十六年､李廷壁等修)⑳

橡樹 肌理細而錯縦有文､有者数抱､四時不凋､枝葉扶疎､垂陰数畝O宜於彫刻｡気

､･∵甚芳烈､兼其汁為発脳､可入薬品｡

樟脳 以樟未切片､井水浸三 日夜､入鍋煎之､用柿木枝頻投､待汁減､柳上有 白馬避

豪淳､傾入会､経宿結塊｡

以上か らは､台湾中部の彰化県に於 ける樟脳生産の実態が窺われ るO

r老廃蘭誌J (清､逆光二十年､一八四〇年､陳淑均等撰)⑫

巻之六 木之腐

植.肌理細而錯綜有文､大者数抱､垂除数畝､宜於彫刻､気甚芳烈､難其汁為発脳､

･可入薬品､蘭以為大梁柱､細糸樟脳O

樟脳 接木草一名留脳､初出詔州､状知能脳､ 白色樟樹膏脂也､●其法以樺太切片､井

r水準三 日夜入鍋煎之､用柳末技頻孜､待汁滅､梯上有 白霜､滋去浮､傾入盆､経構成

･塊J乃以滑水浸之方不縮化､入薬可通薮､除湿殺虫｡

以'上か らは､台湾東部の宜簡地方に於ける樟脳生産の過程を見 ることがで きる､ と同時

に棟木の利用法 として家屋建材 として も多いに用い られていた｡

r重修台湾県志J (清､魯鼎梅等修)⑫

･未之展

･樟 即漁牽､有紅粉二色､液可為脳｡水経注謂其枝葉扶疎､垂陰数畝｡

;
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'r淡水磨誌J (同冶十年､-^七一年､清淡水同知陳培桂等輯)⑬

巻十二 物産

培□有赤樟粉樟内山最盛軍工需採大著数抱垂陰数畝宜於彫刻気甚芳烈衆其汁為脳可入

:薬品｡

樟脳□榛東揮共生賓削小片置破鏡中以薗義盛永具申用宜El蓋上火義一登夜気升如ね｡

巻十二 敬二 物産敬

淡産輿基層各虚大同而花具有出内地之外者若硫黄樟脳則尤為土産之著洋務之滋実由

･於此蓋土産不可不敬加点敬物産｡

以上か らは､台湾四港開港後の様子を知ることができる｡即ち同治八年の ｢樟脳集約｣

によって､外国商人が台湾内地通過券を得て自由に内地 に入 ることができるようになり

樟脳貿易の実が大いに上がると同時に､その生産 も更に増加 し､樟脳のみならず､硫黄

も･また台湾か らの輸出品として増大 していった｡

r台縛通史J (大正九年､一九二〇年 遵雅量著)⑯

･巻二十八､ 衡志 木之屈

.樟 台産甚多有両種香樟以款脳臭樟以作船材器具o

巻十八 確責志 樟脳

台湾産樟北路較盛｡樟有両種｡香者可熊脳｡鼻音僅為器具Q

この連墳 (雅量)の著 した史料か らも､香樟からは薬品としての樟脳が､臭樺は船舶材

料として用いられていたことが分かるo

r台＼湾番事物産輿商務J (清､同治^年､-^六九年､美団生産門領事館李譲穏C.W

LeGendre著)訳者不詳｡⑬
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樟脳樹産於内地､●至 r変岸里J (今高雄県六亀郷)止｡葛薦蘭鹿兼産有五､六十種

J .1･･準件末削 合両親之､._?革準所臥 及 r変産別 部族止､可為基地出産最盛地方O

樟脳樹生於内地至 r夢庫盟J止､蔦薦蘭兼有之｡

●居台湾中段之下甲人､皆以製造樟脳為業､法極値妙､不似E]本之鈍也oEl木曽将樟大

入釜煮之 ;蛮地別折為細魚､毎粂万国二寸半､長三寸､叢挿於磁樺之内､此器下適温

.完､湯気上兼､将逐条棟木之油菜迫沸湧而出､輿松枝之 燃迫而出者榛似｡然後愈蒸

,愈沸､化為梯気､上患於冷水確､過冷凝結､乃成樟脳｡

.(製法略)

'在葛属領鹿､産米最多地方只有一盛､若許西国採耕､有両種未料可為造船之用 :-

目板美､一日棟木oF

tめ史料の著者であるル ･ジャンドルは､かつて同拾八 (一八六九)年の r樟脳集約｣

締結準の関係者の一人である｡故に彼の台湾に於ける樟脳製造に関する知識も､ この史

料に見られる如 く棟木､産地､産品に関する確かな見識を持っていた0

r台海紀事J (滑､光緒元年､呉子光壊)㊨

.義山無正名､多従者語浮出｡樹多異類､皆内地所無｡.‥.樹至大無過樽､有大空四

畢凱 樹老心姑､人別其半以為住房､中間床､嶺､厨､奄挙兵､可謂自閉門戸､較藷

.申居蟻田樹為屋､有過之無不及失.

義山健棒米最大､即舌栴後輩材｡村人業樟脳者､起山寮､作土竜､偵棒樹堅光激臭

考削令成片､先浸漁一癖､捨置釜中､上境以粗綱､其下以水火追之､類人炊養老､.気

鹿野上兼令透､一昼夜取綱出視､四周凝結如霜､是為樟脳0

両冶八年の r樟脳専売制Jの廃止にともなって､台湾か らの樟脳の輸出の増大にしたが

八 ･内地人により粗製製脳が広く各地で行われるようになったことが窺われるO

r淡水鹿誌J 巻十一 風俗⑧

･.El商貿佑客壊集以淡為基部第-貸之大著真如油米次麻豆次糖青空樟噴茄巌書林通草

藩学之慮多出内山茶其樟脳又惟内港有之商人搾地所宜雇船主版近則福州玲泉慮門遠別
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寧汝上海乍浦天津以及腐凍凡港路可通争相貿易所嘗之値或易他貸而遺a

( ､ 清朝末期になると､台湾北部の良港淡水に多 くの外国商人がさまざまな商品を求めて集

･まこっ･て きたi米 .茶 ･砂糖 ･硫黄と共に樟脳 もまたその重要な産物の-つであったo彼

らは､近 くは台湾海峡をはさんだ対岸の福州 ･牽州 ･泉州 ･鹿門へ､速さは事故 ･上海

天̀津 ･巌東へと､その値段の高き所へと争って運んだO

'r福建台湾秦摺J (光緒六年､沈轟禎輯)⑩

台北擬建一府三県摺

台一地所産以錠､煤､茶葉､樟脳為大宗､而皆出於淡北..‥ ｡

明治四 (清岡治十､⊥八七一)年冬､琉球京成が台湾南部の牡丹社の排湾族に殺傷され

る事件が起 こり､ 日本の台湾出兵に続 くわけであるが､清朝は船政大臣沈藻祖を欽差大

.臣として台湾へ赴かせ､その処理に当たらせた｡沈夜禎が台湾に赴任 した当時の行政区

画は､ 台湾府 と台湾 ･鳳山 ･嘉義 ･彰化の四県と淡水 ･着席蘭三鹿であったが､上記史

料t.=見 られるごとく､台湾北部の開発が進むにつれて､淡水廃を新竹県と為 し､菖属葡

萄を女蘭県 と為 し､孟甲 (今の高革一帯)に淡水県を増設 し､新たに基北府を設けて こ

れを管韓させた｡

そして ､ この台湾北部か ら産出される物産の内で石炭 ｡茶糞 ･樟脳がその主要な物であ

った.0

r tLLL.

了 的

r平台記略J (清､確立元年､藍鼎元著)⑩

‥‥以風聞掃冶盟歓者数十人､遵禁入山 竹木者召除人､好匪遂薄為口実､目誕譲

首̀府短長､揺惑人心O‥‥

r台湾通史J巻十^ 確責志⑳

･樟脳為台湾特産O嘗鄭芝龍居義時｡其徒入山開墾｡伐樟糸脳O為今嘉義県韓｡配嘗

月表O以供薬凱 其法僻目泉批 康治以後｡封禁番地o犯着払 康鷲五十九年o曽逮

兼●脳着古数十人冶罪｡其業漸廃0両山鹿細民猶有私糸者O
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上記史料か らも樟脳が台湾の特産であることが窺われる｡また､明菜清初の国姓爺 こと

1･LL 鄭成功の父鄭芝龍の台湾に居 りし時､今の台湾中南部の嘉義県を中心とした地域で､山

た入って伐米製脳を行い､樟脳を以て日本 との交易品の一つとしたことが知 られる｡

そ･の製脳法 も中国福建省の泉州か らの渡盛者によってもたらされた物と考え られている.

台湾が清朝の版図に入った後は､台湾は封禁の地となったが､密かに渡盛する者が後を

絶たず､番地に入って伐米製脳に従事する著多 く､ついに康熊五十九 (一七二〇)年に

は一度に召数十人を捕 らえて刑に処 した｡ これによって其集大いに衰退に向かったが､

しかしなお私に製脳する著があったO

薙正三年､閑新総督清保秦准義を水師戟船｡令於台湾設廠修造O以基道義協監督 O

･於是南北二路各設軍工科飽｡採伐大木o以為船料o而轍匠首位之O‥‥匠首率衆入山

華詐欺脳｡以私其利｡而他人皆禁也O

そ･q)'後､十八世紀初め､台湾の南北二路にそれぞれ軍工科館が設けられ､植木を以て軍

船の用材 となした｡その時樺太を以てその費用に充てた｡そこでこの仕事に従事せる工

人の頑に製脳を許 し､その利を私す ることを許すのみであった｡

r淡水鹿誌J巻七 船政◎

以道廠戦船需料棟木為多率産於淡之内山巷界在孟甲設軍工廠例由道草員耕運為防海

,鳴船所用道光二十三年台湾道熊一本復札淡水同知召充匠首採製軍料適度策厳以別戦艦

之需要照菌葦限以三月完半六月完全所有該匠収儀痩噂健勝即為斧錦遵料之資而私噂滋

盛好民招集亡食串通丑役於内山搭寮設竜私煎私嘗歴経厳禁在英嗣経 秦開徴税旋復禁

止惟軍工遠野乃葛餅理Q

こ甲史料か らは､台湾北部の淡水地方の内山か ら植木が多 く産することが知 られる｡そ

の枠木を以て北路の孟甲 (今の遵北高琴)にあった軍工廠で-船舶材料として用いられた｡

しか し同時に逆光年間になると､禁を犯 して入山 し､密かに伐木製脳す る者､ これまた

多い羊とも知 られる｡

肇 四 閑確
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.萱私版之弊各港口有之其甚老鶏寵香山二ロ好船私以塩来復私易煤庚樽噂米穀而去頗

為難治｡ ･ ･

ここか らは､密かに作 られた樟脳を含む台湾の特産､例えば石炭 ｡米などが､大陸虜東

の香山より台湾北部の鶏龍 (今の基隆)に来航 した密貿易船によって境 と交換する形で

交易されていたことが伺われるB

r台湾通史J巻十七 閑征志⑳
I.

･.台湾近年出産茶尭樟脳等港税均属新徴､較此 (雑鈎徴)多重数倍‥‥ ｡然自通商依

頼地利0日闘物産｡日典籍米茶脳之出口0歳率数百葦園､米為民食之本供給福建､故
r

無潜O糖毎冶二銭｡以天津上海為鈎蕗｡寄港日木次之｡茶別徴盤O設局於大稲程｡樟

i.脳之利｡或腐官O或埼属｡其登校多｡

巻十八 碇責志

逆光五年｡姶設軍工廠於孟甲｡並設軍工科館O兼耕脳務｡内山所熟之脳皆廟所収両

級配出｡禁頒之役｡英船細萱鶏龍O潜以阿片易脳｡好人牟利｡私余 日盛｡法令幾不能

禁成望五年｡英滴徳記洋行姶輿台湾道訂約騰能｡名指償十六卸｡配赴欧州O而曹脳戸

償^卸｡利入道署｡十年｡台湾開港｡外商漸萱樟脳為出口之貸｡歳約二十嵩囲台湾道

陳方伯議席官群｡設局収之｡同冶二年｡孟甲料館改為脳館｡竹堂後戒大甲等虞均設小

館以理其事｡共時孟甲大甲所出特多｡歳各一高二三千振｡竹蟹後璃亦各有一二千始｡

而革属蘭~彰化之内山且有難者｡消用日鹿然為宮耕故｡外商不能獲利｡五年安平英領事
I

･語府民耕B兵備道呉大延不許｡A.京英公使以為有阻通商｡遂向総理各国事務衡門交渉

六年間漸絵督派興泉永道曽献徳望盛典英領事議｡八年O廃官耕｡新立腰脳章程｡凡外

･商人内地採脳O須先向絵税務司請給謹照｡境明行碗姓名｡完納出口税之半｡以代内地

威O遠望口岸O報明海閑｡周章納税而後出口O若無謀属者｡将脳充公人亦治罪｡然非

･通商口岸o外国商船不待人泊｡亦不得私 自貿易o九年O始設産金局徴収脳盤｡毎百斤

-.課銀五鏡B初由商人冶餅O其後廟局｡

上記二史料によると､逆光年間の阿片戦争以後､滑朝の阿片煙を禁止せる時､英国商人

･は密かに淡水 ･義隆に至 り阿片を以て樟脳 と交易 した｡その後成豊玉 (-^五五)年に
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薬療ジャーデイン･マゼソン商会及びデント商会僧 ､在台湾の清朝官吏と契約 し､樟脳

1.LL ノ を輸出して巨利を謀 った｡そ･.0価格は石斤につき十六 ドルにして､香港に於ける時価十

∴八 ドルと比 し均衡を保 っていたが､清朝官吏は製脳者にたいして僅かに六 ドルを払 うに

過 ぎず､為に巨額の利益を得ていたO次いで威豊十 (一八六〇)年台湾の四港の開港す

I.か こ及び､樟脳はその輸出品の中心をなした｡ しか し台湾道陳方伯の議によりこれを専

売●とな し､専 ら軍工科館においてこれを買収 した｡同治五 (一八六六)年台湾遠呉大建

は樟脳を外国人に売 らざ るの議を建てたOこれに対 し英国領事は異議を唱え､ついに英

国公使オルコックに照会､清国絵理衝門に迫 り､^年樟脳取締 りに関する r樟脳集約｣

を定めた｡ ここにおいて､樟脳専売の制は廃せられ､その脳税は､関税の半額を課 した

が二九年遊金制を敷 き､脳盤を徴収することとし､樟脳盲斤につき銀五十五銭を課 し､

初 め民間の請負となしたが､後に資金局を設けてこれを行った｡

r淡水臆誌J巻四 脳澄⑳

-盤金之名聾於成豊年間､所以済税課之不足名之日渡O

脳盤 淡彰出産棟木向腐孟甲料館為遺著等工廠料煎脳別儀料数十年来樟脳買頭皆料

/鹿操縦脳奄各無頼亦知欽凱 同冶五年姦通呉大建萎司料銘著者不嘗樟脳輿洋人之説遂

為毒口｡同治六年委興泉永遥曽嘉穂凍姦合同議群議准洋人自行入山採男樟脳明定章程

科飽遂名存実亡内山盗匪充斤｡同治九年盛道翠兆菜査洋人入山採買樟脳並兼按照章程

･免克子□単税札飴委員候補府胡斌舎同じ淡水同知設 抽渡鳥樟脳召斤抽澄銀五角五鮎

輿半税同初議席尾行代収旋撒乃厨各口澄金局員抽収基地洋商完半税渡金目此始｡

i台湾通史J巻十八 確索志⑳

光緒十三年｡巡撫劉銘樽重言｡樟脳一項｡近来 日本出産甚多｡而香港脳価 El落O如

腐首班｡毎石償獲利二三囲C台湾産脳毎年約出高石o‥‥周 臣査樟脳硫黄爾項｡民間

私熟私儀O毎多械閑乾草｡懇請廟官収買出責O発給執舟出口｡以目前情況両論｡年可

換利三高飴固 O以後若能出産校多｡鏑蕗蚊帳O経理得人｡ 日漸推虞｡以自有之財｡供

象窮乏用｡是於国計民生｡両者稗益也｡
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I.どの史料は､光緒十三 (-^^七)年に､台湾巡撫劉銘樽が樟脳を以て硫黄とともに専

; 売'･k帰せんと奏 した｡そq)議は採用されて､巡撫の下に､脳黄総局を置き､更にその下

に脳準総局を､北路の大科炊及び中路の彰化に設け､その下に脳務周文は分局を設け､

以て全盛の樟脳事務を総理及び管掌 し､且つ防薯を脳虻の数に応 じて賦課 し､撫書の経

費に充て､製出する所の樟脳は悉 く官に収男 し､これを特許商人に売却 した｡

熟考古今律例｡旗硝硫黄均厨首班｡厳禁私版O除此三項之外O未常別有所禁也0

台湾内山今以出産樟脳之多｡好南京綾賄賂｡挟謀其間｡不准他人儀責O是展無詞｡今

.英商収脳激高斤B為巡察委員所没｡是則好商之故意而後至此｡即台湾巡撫亦難解其貴
(

･況樟脳一物｡原係集材O未可禁止私版O如英国地多義蟻｡以脳糞尿.可免畠蝕｡此

消.用之所以校多也O此後各省新出o不論利益多寡O慮先秦明而後挙妨O方為得策O伏

乞論敵台湾巡撫劉銘樽｡則将樟脳一項改為民妨O首府但可徴税｡

この史料は､光緒一六 (一八九〇)年五月及び同年九月彰化県下鹿港において英国船の

樟脳密繭に際し､清朝官吏のために没収される事件を契機として､所謂樟脳事件が再発

し､･英国商人は領事を経T･､清朝官吏の不当を絶理街門に抗告 し､その他の国もまた､

樟脳専売の制を廃すべきを､治国政府に迫った｡そして戸部の覆秦が上記史料である｡

ここにおいて此の年十一月樟脳の専売を廃止 し､全 く民間に戻 した｡

恥 おわ･りに

r樟脳｣の独特の香 りは古来より虫害を防ぎ､その樹液は万病の霊前として見なされて

きた｡また古代には樽未を くり抜き､舟を作 り､近世に至っては船舶建材として利用さ

れてきた｡さらに家屋建材､家具､容器､日常道具､楽器にと幅広 く人々の生活に結び

っlいていた｡本編で見てきた史料か らも､ r樟脳｣は北回帰線をはさみ熱帯 と亜熱帯と

が存する台湾および､中層福建の泉州 ･章州地方で特に古 くか ら生産されてきたことが

わかる｡更に十六世紀以後､ ヨ-ロツパ諸国は相次いで東南アジア地域に植民地を投弾

し､更には中国 ･台湾にまで進出してきた｡十九世紀半ばの阿片戦争を契機として､特

に英●国商人は自国の駐在領事を頼んで､清朝末期の内政 ･外交の腐放 したなかでその活
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動範囲を広めていったOその中で治和洋行 (ジャーデイン ･マゼソン商会)や旬徳洋行

ぐデ,>ト商会)に代表される･英国商会は､台湾各地に支店を開設 して時に非合法的に台

湾での r樟脳｣貿易に従事 していった｡台湾に串いては r樟脳｣は同治二 (-^六三)

年より専売におかれていたが､英国を初めとした欧州列強の強い抗議のもと､同治七 (

一八六^)年 これを撤廃 したO下って光祐十三 (-^^七)年台湾巡撫劉銘侍の上奏に

より再び専売となったが､これも光緒一六 (一八九〇)年の英国の抗議により再度撤廃

されたのである｡

このように､古来からの文献の中に樺太及び ｢樟脳｣に関する記載を数多 く見ること

がセきる｡ しかし､その製脳もまた時の要請､対応に大きくかかわりなが らも､基湾に
†

おいては､'r樟脳｣の重要さは何 ら変化することなく製造され続けて行った⑳

.註

① r欽定全唐詩J

② ･F初速唐琴詩J

③ ..r淵鑑類函J

④ .r本草綱HJ

㊨ .r謡羅県志J

･･⑥ 'r章州府志J

⑦ ●･r安渓県誌J

⑧ †台湾府誌J

第-函 第^冊 杜甫

乾隆十六年､.一七五一年､梁詩正等縮

康照四十年､一七0-年､線部尚書張英等編

明､李時珍著

滑､薙正二年､一七二四年､周鐘喧子輯

清､乾隆年間､沈定均等修

乾隆二十二年蛋修､安渓県知県陸棚荘成等輯

乾隆二十五年､一七六〇年､余文儀等輯

⑨. r台湾県志J (清､嘉慶十二年､一八〇七年､謝金蟹輯

由 .･.r彰化県志J 滑､逆光十六年､李廷壁等修

⑫ ●･r葺属蘭誌J 清､逆光二十年､一八四〇年､陳赦均等凝

@

-
@

･+

r重修台湾県志J 滑､魯鼎梅等修

,r淡水鹿誌J 同治十年､-^七～年､清淡水同知陳塔柱等輯

lらl
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⑭ T台湾通史J 大正九年､一九二〇年､連発望著

( ⑬∴ 隼 湾番手物産奥歯凱 清､同冶八乳 -^六九年､美園巌慮門領事李議穫

｢ C.WoLeGendre著 訳者不詳1､･⑳F台湾紀事J 清､党籍元年､呉子光壊

⑧ .r淡水盛誌J 同治十年､一八七一年､清淡水同知陳培桂等輯

⑩ r福建台湾秦摺J 光緒六年､沈複禎輯

⑩ r平台記略J

･⑳ ･i台湾通史J

⑳■'r淡水鹿誌J

㊨;I r台湾通史J

㊨ . r淡水鹿誌J

⑳ r台湾通史J

滑､薙正元年､藍鼎元著

大正九年､一九二〇年､遵雅望著

同冶十年､-^七一年､樽淡水同知陳堵桂等輯

大正九年､一九二〇年､遵雅望著

同治十年､-^七一年､滑淡水同知陳塔柱等輯
(

大正九年､エ九二〇年,遵雅望著

㊨ ･拙著 r晴代姦湾に於ける樟脳生産に就いて｣ 平成六年､一九九四年､

r松村滴先生古稀記念鰭代論叢J､汲古書院発行
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